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○ 再評価対象箇所一覧表 

  再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 

 

○平成３０年度 再評価実施箇所 

再評価実施箇所（附図） 

 ６） 連続立体交差事業「名古屋鉄道名古屋本線」  
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平成３０年度 再評価対象地区に係る事業制度・費用対効果の分析について 

                                        課名：都市整備課 

 

○
事
業
制
度
に
つ
い
て 

事 業 名      連続立体交差事業（補助事業） 
 

事 業目的      
名鉄名古屋本線高架事業は、鉄道で分断された地域において交通の円滑化や住みよい

まちづくりの推進のために鉄道を高架化する事業。 

採 択基準      

鉄道と幹線道路とが2ヶ所以上において交差し、かつ、その交差する両端の幹線道路

の中心間距離が350m以上ある鉄道区間について、鉄道と道路とを同時に3ヶ所以上にお

いて立体交差させ、かつ、2ヶ所以上の踏切道の除却を行うもの。 

概      要 
(メニュー) 

・連立事業区間 L=約2,100ｍ 

・踏切除却（12箇所）による渋滞の解消 

 【関連事業】 

・鉄道と交差する幹線道路や高架側道の整備 

・(仮称)統合駅を中心とした土地区画整理事業との一体整備 

・境川改修計画（橋梁架替え）、(都)岐阜駅那加線整備の関連事業区間と一体的整備 

 

○
費
用
対
効
果
の
分
析
に
つ
い
て
＊
費
用
便
益
Ｂ
／
Ｃ
＊ 

効
果
の
項
目 

う
ち
貨
幣
換
算
す
る
項
目
《
Ｂ
》 

・走行時間短縮便益（自動車） 

鉄道を高架化しない場合の総走行時間費用から、鉄道を高架化した場合の総走行時間費

用を減じた差 

・走行時間短縮便益（歩行者・自転車） 

高架化により解消される踏切遮断による待ち時間の費用 

・走行経費減少便益  

鉄道を高架化しない場合の走行経費から、鉄道を高架化した場合の走行経費を減じた差 

・交通事故解消便益（道路・踏切） 

鉄道を高架化しない場合の交通事故による社会的損失から、鉄道を高架化した場合の交

通事故による社会的損失を減じた差 

・踏切除却に伴うその他踏切(交通量配分によらない) の移動時間短縮便益 

・踏切除却や駅前広場整備に伴う歩行者の快適性向上（歩行者等快適性向上便益） 

・高架下に新たに利用できる空間の創出（高架下空間価値） 

・踏切によるｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞ解消や交通の円滑化に伴うCO2・NOx排出量削減(環境負荷軽減便益) 

そ
の
他
項
目 

・まちの分断の解消、電車による騒音・振動の低減、踏切による騒音の解消 

・道路整備や踏切廃止により、交通の安全性・安心感の向上 

・新しい道路整備やまちづくりによる地域の活性化と防災の向上 

費
用

Ｃ

の
算
定 

 費用の算定=連続立体交差事業に要する事業費＋関連する道路の維持管理に要する費用 

ここで、連続立体交差事業に要する費用とは、用地補償費、道水路整備費、鉄道施設建設費、

工事付帯、事務費のうち、鉄道事業者負担を除いたものである。 

費用及び便益の前提 

  ・検討年数：50年 

  ・基準年次：評価時点 

  ・社会的割引率：4％（国債等の実質利回りを参考値として設定） 

費
用
便
益
比
の
基
準 

・算定基準：費用便益分析マニュアル〈連続立体交差事業編〉(平成30年2月 国土交通省) 

・費用便益比（B/C）が1.0以上 
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平成３０年度 再評価実施箇所（附図） 

                                                                       担当課〔都市整備課〕 

番   号 ６ 
事 業 名 

（路線・河川名等） 

連続立体交差事業（補助事業） 

名古屋鉄道名鉄名古屋本線 

 
 

事業実施 

箇 所 

起点：岐阜県岐阜市下川手 

終点：岐阜県岐阜市加納 
事 業 主 体 岐阜県 

採択年度 平成11年度 完了予定年度 平成45年度 

再評価の実施基準 事業採択後長期間が経過した時点で継続中の事業 

事業目的  

名鉄名古屋本線高架事業は、鉄道で分断された地域における交通の円滑化や住みよいまちづくり

を推進する。 

事業概要  

名古屋鉄道名古屋本線連続立体交差事業では、境川～名鉄岐阜駅間の約2.1km区間を高架化し、

12箇所の踏切を除却するとともに、(仮称)統合駅を中心としたまちづくりを行い、地域を一体的

に整備する。効率的な事業の促進のため、境川河川改修（鉄道橋梁架け替え）と(都)岐阜駅那加

線整備（鉄道交差部拡幅）及び名鉄岐阜駅付近の改築を関連事業区間として一体的な施工を行い、

効果を高める。 

  概 要 図 

 

 

 

 

(都)城南芋島線 

(都)岐阜笠松線 
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